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● 岐阜県においては、医療機関の意向を前提として、以下のとおりとする。

協議の方向性

岐阜県における紹介受診重点医療機関に係る協議の進め方

協議方法

● 協議の方向性を踏まえた結果（資料２－２）について、当該地域の地域性や当該医療機関の特性を考慮し、各委
員から意見、疑義等を聴取する。

● 議論が整わない場合は、当該医療機関において再検討を行い、再協議を行う。

国の基準 岐阜県における協議の方向性

①「紹介受診重点外来の
基準を満たす×医療機関
の意向あり」の場合

特別な事情がない限り、紹介受診重点医療
機関となることを想定

紹介受診重点医療機関となることを確認

②「紹介受診重点外来の
基準を満たす×医療機関
の意向なし」の場合

当該医療機関の意向が第一であることを踏
まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり
方を協議の上、２回目の協議に改めて意向
を確認

当該医療機関の意向どおり、紹介受診重
点医療機関とならないことを確認

③「紹介受診重点外来の
基準を満たさない×医療
機関の意向あり」の場合

紹介受診重点外来に関する基準に加え、紹
介率・逆紹介率等（紹介率50％以上及び
逆紹介率40％以上）を活用して協議

紹介率50%以上及び逆紹介率40%以上の
水準を満たす医療機関については、紹介
受診重点医療機関となることを確認
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